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 豊橋市立くすのき特別支援学校学則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和５年３月  日 

 

                    豊橋市教育委員会 

 

豊橋市教育委員会規則第 号 

豊橋市立くすのき特別支援学校学則の一部を改正する規則 

 

豊橋市立くすのき特別支援学校学則（平成26年豊橋市教育委員会規則第８号）の一

部を次のように改正する。 

次の表のように改める。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（定員） （定員） 

第４条 高等部の定員は、次のとおりとす

る。 

第４条 高等部の定員は、97名とする。 

(１) 普通科 75人  

(２) 産業科 26人  

（休業日） （休業日） 

第８条 休業日は、次のとおりとする。た

だし、校長は、教育上必要があると認め

るときは、これを変更することができ

る。 

第８条 休業日は、次のとおりとする。た

だし、校長は、教育上必要があると認め

るときは、これを変更することができ

る。 

(１) 国民の祝日に関する法律（昭和23

年法律第178号）に規定する休日（以下

「休日」という。） 

(１) 国民の祝日に関する法律（昭和23

年法律第178号）に規定する休日 

(２)～(４) （略） (２)～(４) （略） 

(５) あいち県民の日条例（令和４年愛

知県条例第50号）に規定する11月21日

から同月27日までの間の金曜日。ただ

 



し、その日が休日に当たるときは、そ

の前日 

(６)～(８) （略） (５)～(７) （略） 

 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 


